
 

国外における原子力関係事象発生時の「モニタリング強化」の実施について 
 

令 和 ８ 年 ６ 月 １７ 日 

国外における原子力関係事象への対応に 

関する関係府省連絡会議幹事会決定 

 

「国外における原子力関係事象の発生時の対応要領」（令和８年６月１５日国外

における原子力関係事象への対応に関する関係府省連絡会議決定）に基づき、原

子力関係事象発生時においては、必要に応じて以下のとおり、「モニタリング強化」

を行う。 

 

１．方針 

（１） 内閣官房副長官補室は、あらかじめ原子力規制庁と協議し関係府省に協力を

要請するものとし、関係府省はモニタリングの強化に当たっての方針をあらかじ

め作成するなど、その調査体制の整備に努めるものとする。 

（２） 国外における原子力関係事象への対応に関する関係府省連絡会議（以下「連

絡会議」という。）は、国外における原子力関係事象の発生時においてモニタリ

ング強化の必要性及び具体的な範囲について検討を行い、必要に応じて、関係府

省に対しモニタリング強化の要請を行うものとする。 

（３） 関係府省は、連絡会議よりモニタリング強化の実施の要請があった場合は、

実施可能な限りにおいてモニタリングを強化し、結果を原子力規制庁に報告する

ものとする。 

（４）原子力規制庁は、モニタリング強化の結果について取りまとめを行い、連絡会

議に対して報告するものとする。 

（５） なお、「緊急事態に対する政府の初動対処体制について」（平成１５年１１月

２１日閣議決定）等に基づき、内閣危機管理監等からモニタリングの強化につい

て関係府省に指示のあった場合は、関係府省は必要に応じて、モニタリング強化

を実施するものとする。 

 

２．分担 

（１） 内閣官房副長官補室は、原子力規制庁と協議の上、国外における原子力関係

事象の発生時においてモニタリング強化の必要性及び具体的な範囲の検討を行

い、連絡会議議長に報告し、必要な指示を受けるものとする。 

（２） 原子力規制庁は、関係する都道府県に対し、モニタリングポストによる空間

放射線量率の監視強化及び環境試料中の放射能測定を要請するとともに、そのモ

ニタリング結果及び関係府省の実施したモニタリング強化の結果について取り

まとめを行うものとする。また、必要に応じて、日本原子力研究開発機構等に大

気浮遊じん等の放射能の測定を依頼するなど、モニタリング強化への協力を要請

するものとする。 

（３） 防衛省は、高空大気等の放射能の測定を行うとともに、自衛隊の任務の遂行

に支障を生じない限度において、原子力規制庁が実施するモニタリング強化に係

る要員、資機材及び環境試料の緊急輸送を行う。 



（４） 厚生労働省は、輸入食品等の放射能の測定を行う。 

（５） 農林水産省は、農畜産物、牛乳等の放射能の測定を行う。 

（６） 水産庁は、海産生物及び漁場環境の放射能の測定を行う。 

（７） 気象庁は、気象・海象情報の提供を行う。 

（８） 海上保安庁は、事故等の海域及びその近接海域の海水及び海底土等の放射能

の測定を行う。 

（９） 環境省は、モニタリングポストによる空間放射線量率の監視強化及び大気浮

遊じん等の放射能の測定を行う。 

（10） 原子力規制委員会は、関係府省及び関係都道府県が実施したモニタリング強

化等の結果について、連絡会議に対し、必要な技術的助言を行う。 

 

３．結果の公表 

上記のモニタリング強化の結果の公表については、必要に応じて、連絡会議として

行うものとし、原子力規制庁の協力を得て、内閣官房副長官補室が対応する。 


